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衆
議
院
議
員
屋
良
朝
博
君
提
出
米
軍
基
地
騒
音
被
害
に
対
す
る
損
害
賠
償
等
に
つ
い
て
の
日
米
間
の
費
用
分
担
に
関
す
る
再

質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
屋
良
朝
博
君
提
出
米
軍
基
地
騒
音
被
害
に
対
す
る
損
害
賠
償
等
に
つ
い
て
の
日
米
間
の
費
用
分
担
に
関
す

る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
の
１
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及

び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
民
事
特
別
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律

第
百
二
十
一
号
）
第
二
条
及
び
国
家
賠
償
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
も

の
で
あ
る
。 

一
の
２
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
損
害
賠
償
金
（
遅
延
損
害
金
を
含
む
。
）
に
係
る
経
費
の
予
算
科
目
は
、
（
組
織
）
防
衛
本
省
（
項
）
防
衛
本

省
共
通
費
（
目
）
賠
償
償
還
及
払
戻
金
で
あ
る
。 

二
の
１
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
有
害
廃
棄
物
」
の
具
体
的
な
範
囲
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
く
、
ま
た
、
お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明

ら
か
で
は
な
い
が
、
提
供
施
設
整
備
、
米
軍
再
編
等
に
係
る
費
用
の
負
担
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の



 

２ 

 

間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関

す
る
協
定
（
昭
和
三
十
五
年
条
約
第
七
号
。
以
下
「
日
米
地
位
協
定
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
１
に
お
い
て
、
「
日
本
国

に
合
衆
国
軍
隊
を
維
持
す
る
こ
と
に
伴
う
す
べ
て
の
経
費
は
、
２
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
日
本
国
が
負
担
す
べ
き
も
の

を
除
く
ほ
か
、
こ
の
協
定
の
存
続
期
間
中
日
本
国
に
負
担
を
か
け
な
い
で
合
衆
国
が
負
担
す
る
こ
と
が
合
意
さ
れ
る
」
と
規

定
さ
れ
、
同
条
２
に
お
い
て
、
「
日
本
国
は
、
第
二
条
及
び
第
三
条
に
定
め
る
す
べ
て
の
施
設
及
び
区
域
並
び
に
路
線
権
・

・
・
を
こ
の
協
定
の
存
続
期
間
中
合
衆
国
に
負
担
を
か
け
な
い
で
提
供
し
、
か
つ
、
相
当
の
場
合
に
は
、
施
設
及
び
区
域
並

び
に
路
線
権
の
所
有
者
及
び
提
供
者
に
補
償
を
行
な
う
こ
と
が
合
意
さ
れ
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
個
別

具
体
の
事
実
関
係
に
即
し
て
決
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
御
指
摘
の
「
米
国
政
府
の
費
用
負
担
で
処
理
さ
れ
る
も
の
」

に
つ
い
て
網
羅
的
に
把
握
し
て
い
な
い
た
め
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

二
の
２
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
有
害
廃
棄
物
」
の
具
体
的
な
範
囲
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
く
、
ま
た
、
御
指
摘
の
「
日
米
の
合
意
に
基

づ
き
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
例
え
ば
、
米
国
政
府
が
在
日
米
軍
施
設
に
お
い
て
保
有
す

る
泡
消
火
薬
剤
に
つ
い
て
は
、
日
米
地
位
協
定
第
二
十
四
条
１
の
規
定
に
基
づ
き
、
米
国
政
府
の
負
担
に
よ
り
処
理
さ
れ
て



 

３ 

 

い
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
Ｐ
Ｆ
Ａ
Ｓ
を
含
む
汚
染
水
」
の
具
体
的
な
範
囲
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の
「
在
日
米
軍

基
地
内
の
Ｐ
Ｃ
Ｂ
処
理
費
用
」
及
び
米
国
政
府
が
普
天
間
飛
行
場
に
お
い
て
保
有
す
る
ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
（
オ
ク
タ
ン

一

ス
ル
ホ
ン
酸
）
（
以
下
「
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
」
と
い
う
。
）
及
び
ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
オ
ク
タ
ン
酸
（
以
下
「
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ａ
」
と
い
う
。
）

を
含
有
す
る
廃
水
に
係
る
処
理
費
用
の
そ
れ
ぞ
れ
の
予
算
科
目
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

「
在
日
米
軍
基
地
内
の
Ｐ
Ｃ
Ｂ
処
理
費
用
」
に
係
る
も
の 

 
 

（
組
織
）
防
衛
本
省
（
項
）
防
衛
施
設
安
定
運
用
関
連
諸
費
（
目
）
提
供
施
設
等
整
備
費 

 
 

（
組
織
）
防
衛
本
省
（
項
）
防
衛
力
基
盤
整
備
費
（
目
）
提
供
施
設
等
整
備
費 

 
 

（
組
織
）
防
衛
本
省
（
項
）
防
衛
力
基
盤
強
化
推
進
費
（
目
）
提
供
施
設
等
整
備
費 

 
 

（
組
織
）
防
衛
本
省
（
項
）
在
日
米
軍
等
駐
留
関
連
諸
費
（
目
）
在
日
米
軍
等
駐
留
関
連
庁
費 

 
 

（
組
織
）
防
衛
本
省
（
項
）
在
日
米
軍
等
駐
留
関
連
諸
費
（
目
）
提
供
施
設
等
整
備
費 

 
 

（
組
織
）
防
衛
本
省
（
項
）
在
日
米
軍
等
駐
留
関
連
諸
費
（
目
）
提
供
施
設
移
設
整
備
費 



 

４ 

 

 
 

米
国
政
府
が
普
天
間
飛
行
場
に
お
い
て
保
有
す
る
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
及
び
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ａ
を
含
有
す
る
廃
水
に
係
る
処
理
費
用
に
係
る

も
の 

 
 

（
組
織
）
防
衛
本
省
（
項
）
防
衛
力
基
盤
強
化
推
進
費
（
目
）
提
供
施
設
等
整
備
費 

 
 

ま
た
、
御
指
摘
の
「
ア
ス
ベ
ス
ト
の
除
去
費
用
」
の
予
算
科
目
に
つ
い
て
は
、
日
米
地
位
協
定
第
四
条
１
及
び
第
二
十
四

条
２
の
規
定
に
基
づ
い
て
日
本
政
府
の
費
用
負
担
に
よ
り
石
綿
を
除
去
し
た
案
件
に
つ
い
て
統
計
を
と
っ
て
い
な
い
た
め
、

網
羅
的
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
例
え
ば
、
（
組
織
）
防
衛
本
省
（
項
）
在
日
米
軍
等
駐
留
関
連
諸
費
（
目
）

提
供
施
設
移
設
整
備
費
か
ら
支
出
し
た
例
が
あ
る
。 

四
の
１
に
つ
い
て 

 
 

令
和
四
年
度
時
点
に
お
い
て
防
衛
省
が
把
握
し
て
い
る
限
り
で
は
、
お
尋
ね
の
「
「
提
供
施
設
整
備
」
の
一
環
で
処
理
し

た
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
の
量
」
は
約
三
十
七
ト
ン
、
「
「
米
軍
再
編
に
係
る
も
の
」
と
し
て
処
理
し
た
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
の
量
」
は

約
二
十
一
ト
ン
で
あ
る
。 

四
の
２
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
平
成
十
八
年
五
月
以
前
に
、
防
衛
省
が
在
日
米
軍
基
地
（
跡
地
を
含
む
。
）
か
ら
引
き
取
り
、
現
在
も
保
管



 

５ 

 

し
て
い
る
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
」
は
な
い
。 

四
の
３
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
在
日
米
軍
基
地
内
の
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
四
年
の
日
米
安
全
保
障
協
議
委
員
会
（
二
プ
ラ

ス
二
）
で
、
米
本
国
に
搬
出
し
て
処
理
す
る
方
針
で
合
意
し
て
い
た
」
と
い
う
事
実
は
な
く
、
当
該
事
実
が
存
在
す
る
こ
と

を
前
提
と
し
た
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

五
の
１
に
つ
い
て 

 
 

日
米
地
位
協
定
第
二
十
四
条
１
に
お
い
て
、
「
日
本
国
に
合
衆
国
軍
隊
を
維
持
す
る
こ
と
に
伴
う
す
べ
て
の
経
費
は
、
２

に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
日
本
国
が
負
担
す
べ
き
も
の
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
協
定
の
存
続
期
間
中
日
本
国
に
負
担
を
か
け

な
い
で
合
衆
国
が
負
担
す
る
こ
と
が
合
意
さ
れ
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
先
の
答
弁
書
（
令
和
六
年
二
月
二
十
七
日
内

閣
衆
質
二
一
三
第
四
五
号
）
二
の
３
に
つ
い
て
で
述
べ
た
普
天
間
飛
行
場
に
係
る
案
件
に
つ
い
て
は
、
日
米
間
の
協
議
の
結

果
、
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
及
び
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ａ
を
含
有
す
る
廃
水
が
格
納
庫
の
地
下
水
槽
か
ら
あ
ふ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
台
風
の
時

期
を
見
越
し
た
緊
急
的
な
暫
定
措
置
と
し
て
、
同
条
２
の
規
定
に
基
づ
き
日
本
政
府
が
処
分
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。 

五
の
２
に
つ
い
て 



 

６ 

 

 
 

前
段
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
Ｐ
Ｆ
Ａ
Ｓ
含
有
の
泡
消
火
剤
汚
染
水
」
の
具
体
的
な
範
囲
が
必
ず
し
も
明
ら

か
で
は
な
い
が
、
米
国
政
府
が
在
日
米
軍
施
設
に
お
い
て
保
有
す
る
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
及
び
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ａ
を
含
有
す
る
廃
水
の
量
に
つ

い
て
網
羅
的
に
把
握
し
て
お
ら
ず
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

 
 

後
段
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
、
米
国
政
府
が
在
日
米
軍
施
設
に
お
い
て
保
有
す
る
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
及
び
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ａ
を
含
有
す
る
廃

水
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
個
別
具
体
の
事
実
関
係
に
即
し
て
日
本
政
府
又
は
米
国
政
府
に
お
い
て
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

る
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
処
理
方
法
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
内
に
お
い
て
処
理
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
焼
却
処
理
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 


